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平成２６年白浜町議会第３回定例会 会議録(第５号) 

 

１．開  会 平成 ２６ 年 ９ 月 １７ 日 白浜町議会第３回定例会を白浜町役場 

       議場において １０ 時 ００ 分 開会した。 

 

１．開  議 平成 ２６ 年 ９ 月 １７ 日 １０ 時 ０１ 分 

 

１．閉  議 平成 ２６ 年 ９ 月 １７ 日 １２ 時 ０５ 分 

 

１．閉  会 平成 ２６ 年 ９ 月 １７ 日 １２ 時 ０５ 分 

 

１．議員定数 １４ 名  

 

１．応招及び不応招議員の氏名 

   第１日目のとおり 

 

１．出席及び欠席議員の氏名 

   出席議員 １４名 その議席番号及び氏名は、次のとおりである。 

 

１番  溝 口  耕太郎       ２番  三 倉  健 嗣 
３番  辻    成 紀         ４番  岡 谷  裕 計 

５番  堀      匠        ６番  長 野  莊 一 

７番  水 上  久美子       ８番  楠 本  隆 典 

９番  西 尾  智 朗      １０番  廣 畑  敏 雄 

１１番  古久保  惠 三      １２番  南    勝 弥 

１３番  玉 置    一      １４番  丸 本  安 高  

 

   欠席議員 なし  

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名は、次のとおりである。 
 

事 務 局 長  泉    芳 明    事 務 主 査  田 中  健 介 
 
１．地方自治法第１２１条の規定により、議場に出席した者の職氏名は、次のとおりである。 
 

町    長  井 澗    誠   副 町 長  林    一 勝 
教 育 長  鈴 木     勇   会 計管理者  大 谷  博 美    
富田事務所長              
兼農林水産課長  瀬 見  幸 男   日置川事務所長  青 山  茂 樹 
総 務 課 長   田 井  郁 也   税 務 課 長  髙 田  義 広 
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民 生 課 長  中 村  貴 子   住民保健課長  三 栖  健 次 
生活環境課長  坂 本  規 生   観 光 課 長  古 守  繁 行 
建 設 課 長  笠 中  康 弘   上下水道課長  堀 本  栄 一 
国体推進課長  廣 畑  康 雄   消 防 長  古 川  泰 造 
教 育委員会             日置川事務所 
教 育 次 長  寺 脇  孝 男    地籍調査室長  中 本  敏 也 
総務課副課長  榎 本  崇 広 
  

１．議事日程 
 
日 程 第 １ 議案第７１号 平成２６年度白浜町住宅資金貸付事業特別会計補正予算 

（第２号）議定について 
日 程 第 ２ 議案第７２号 平成２６年度白浜町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議定について 
日 程 第 ３ 議案第７３号 平成２５年度白浜町水道事業特別会計未処分利益剰余金の 

処分について 
日 程 第 ４ 議案第７４号 田辺西牟婁地区消防通信指令事務協議会規約の変更に関す 

る協議について 
日 程 第 ５ 報告第１０号 第４８期白浜観光自動車道株式会社経営状況の提出につい  
            て 

日 程 第 ６ 報告第１１号 第１７期南紀白浜コミュニティ放送株式会社経営状況の提 
出について 

日 程 第 ７ 報告第１２号 平成２５年度公益財団法人白浜医療福祉財団経営状況の提 
出について 

日 程 第 ８ 報告第１５号 専決処分の報告について 
日 程 第 ９ 議案第８６号 物品購入契約の締結について 
日程第１０ 平成２６年請願第１号 ＪＲ白浜駅前駐輪場の設置に関する請願書 

（委員会審査報告） 
日程第１１ 発 議第４号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出について 
日程第１２ 発 議第５号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書の提出について 
日程第１３ 発 議第６号 議員派遣について 
日程第１４ 発委第１０号 閉会中の継続調査申出書（議会運営委員会・総務文教厚生常任委員 

会・観光建設農林常任委員会・議会広報特別委員会） 

日程第１５ 発委第１１号 閉会中の継続審査申出書（決算審査特別委員会） 

                                             

１．会議に付した事件   
 
  日程第１から日程第１５   
 
１．会議の経過                                
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○議    長 

 皆さん、おはようございます。 

ただいまから白浜町議会平成２６年第３回定例会第５日を開催いたします。 

開議に先立ち、諸報告を行います。 

番外  事務局長 泉君 

○番    外（事務局長） 

 諸報告を行います。 

ただいまの出席議員は１４名であります。 

本日の議事日程については、お手元に配付しています。 

本日、議会終了後に全員協議会の開催を予定しておりますので、よろしくお願いします。 

以上で、諸報告を終わります。 

○議    長 

諸報告が終わりました。 

本日は暑いので、上着を脱いでいただいて結構かと思います。 

これより、本日の会議を開きます。 

                                          

（１）日程第１ 議案第７１号 平成２６年度白浜町住宅資金貸付事業特別会計補正予算（第 

２号）議定について 

 
○議    長   
日程第１ 議案第７１号 平成２６年度白浜町住宅資金貸付事業特別会計補正予算（第２

号）議定についてを議題とします。 

 本案に対する質疑を行います。 
（なしの声あり） 

○議    長  
質疑を閉じることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
○議    長  

質疑を終結します。討論を行います。 
（なしの声あり） 

○議    長  
討論を終結します。採決します。お諮りします。 

  議案第７１号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長  
異議なしと認めます。 

 従って、議案第７１号は原案のとおり可決されました。 
                                          

（２）日程第２ 議案第７２号 平成２６年度白浜町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
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議定について 

 
○議    長   
日程第２ 議案第７２号 平成２６年度白浜町下水道事業特別会計補正予算（第２号）議

定についてを議題とします。 
 本案に対する質疑を行います。 

（なしの声あり） 
○議    長  

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長  
質疑を終結します。討論を行います。 

（なしの声あり） 
○議    長  

討論を終結します。採決します。お諮りします。 
 議案第７２号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
○議    長  

異議なしと認めます。 
 従って、議案第７２号は原案のとおり可決されました。 
                                          

（３）日程第３ 議案第７３号 平成２５年度白浜町水道事業特別会計未処分利益剰余金の 

処分について 

 
○議    長   

日程第３ 議案第７３号 平成２５年度白浜町水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分

についてを議題とします。 

 本案に対する質疑を行います。 
（なしの声あり） 

○議    長  
質疑を閉じることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
○議    長  

質疑を終結します。討論を行います。 
（なしの声あり） 

○議    長  
討論を終結します。採決します。お諮りします。 

 議案第７３号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長  
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異議なしと認めます。 
 従って、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 
                                          

（４）日程第４ 議案第７４号 田辺西牟婁地区消防通信指令事務協議会規約の変更に関す 

る協議について 

 
○議    長 

日程第４ 議案第７４号 田辺西牟婁地区消防通信指令事務協議会規約の変更に関する協

議についてを議題とします。 

 本案に対する質疑を行います。 
（なしの声あり） 

○議    長 
質疑を閉じることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
○議    長  

質疑を終結します。討論を行います。 
（なしの声あり） 

○議    長  
討論を終結します。採決します。お諮りします。 

 議案第７４号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長  
異議なしと認めます。 

 従って、議案第７４号は原案のとおり可決されました。 
                                          

（５）日程第５ 報告第１０号 第４８期白浜観光自動車道株式会社経営状況の提出につい 

               て 

 
○議    長  

日程第５ 報告第１０号 第４８期白浜観光自動車道株式会社経営状況の提出についてを

議題とします。 

 本案に対する質疑を行います。 
       ８番  楠本君 
○８    番 

 議案書の２ページの部分で、１ページにも関係するわけなんですが、当期損失が３４６万

１，０００円となっております。従来からここについては意見の多いところなんですけれど

も、一応、２階部分、その後の経営状況が改善されたのかどうかも含めて、今後、大変厳し

い経営状況の中で、ここはやはり将来に向けての考え方をきちっとしていくべきではないの

かなというふうに思いますが、考え方をお聞かせ願いたいと思います。 
○議    長 
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       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 ただいま、楠本議員から今期の状況、そしてまた、今後の町の考え方といいますか、特に

売り上げにつきましては、前年対比でも平成２６年の４月からずっと今集計をしておるんで

すけれども、第一四半期の４月～６月につきましては、前年比で９０．７％でございました。

売上総利益につきましても前年比で８８％、経費につきましても前年比で８８．５％という

ことで、経常利益も少しマイナスのほうは減りましたけれども、１００万少しということで

推移をしております。やはり、４月の消費税増税の影響も当初はございました。経費は計画

通りには納まっているのですけれども、売店の売り上げの減少がやはり響いております。そ

の分、喫茶部門のところで売り上げを伸ばしておりますので、この７月～９月につきまして

も、今現在ちょっと集計中でございますけれども、７月末の現在では前年並みに盛り返して

はきております。しかし、やはりまだ喫茶部門の改装が終わったところで、これから７、８、

９ということで結果が出てくると思うんですけれども、夏の天候不順等にもかなり影響があ

ったようでございまして、実際に売り上げがそれほどよくなかったのではないかなというふ

うに考えてございます。 
 特に、ことしの４月から導入しておりますけれども、冷凍みかんを使用したみかん氷とか、

こういったものが非常に販売が好調でございまして、喫茶部門の売り上げをかなり押し上げ

ております。ソフトクリーム等、ほかにもございますけれども、やはり夏の目玉として販売

を強化しましたので、その分がどこまで今回挽回できているかということを、また後日、９

月が終わりましてから精査をしたいというふうに思っております。 
 いずれにしましても、これからの経営状況は決して安閑としてはおられないと思いますの

で、やはりこれから、当然この観光自動車道の中での茶屋がどういうふうな形でこれから経

営をしていくのか。経営の合理化、あるいは効率化だけはなかなか難しい面がございますの

で、やっぱりいろいろとしっかりと協議はしているんですけれども、皆様方のまたお知恵も

拝借しながら、そしてまた、コンサルタントの方のご意見も聞いております。 
 いずれは経営につきまして、判断をせざるを得ない状況が来るのではないかなというふう

に思っておりますけれども、いずれにしましても、この売り上げと経営等の状況を見ながら

的確に、冷静に慎重に判断をしたいというふうに考えてございます。 
○議    長 

       ８番  楠本君 
○８    番 

 ご答弁ありがとうございます。 
 そういう部分では、一応テコ入れした喫茶部分では、若干のプラス部分があったと、みか

ん氷とソフトクリームで７、８、９ということで、販売数も販売単価も若干ふえてくるだろ

うと。こういう認識ですけれども、また、皆さんからもいろいろと意見があろうかと思いま

すけれども、私はやっぱり将来、この部分について思い切った決断をしていく時期に来てい

るのと違うかなと、こういうふうに思いますので、これは回答結構ですので、課内でも十分

ご議論願いたいというふうに思います。 
 以上です。 
○議    長 
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       １１番  古久保君 
○１１   番 

 １０ページ。販売費及び一般管理費計算内訳と、この中で、地代家賃、これ、約２５９万

というふうな形で入っております。この地代家賃というのは、千畳茶屋としてはどこへお支

払いしているのかお聞きしたいのと、この水道光熱費、これ４００万弱。このウエートもか

なり占めております。一応、店長さんも新しくなられたということで、千畳茶屋については

かなり一生懸命やっておられるということも聞いております。その結果が少し売り上げも伸

びてきております。 
 そんな中で、この地代家賃とか、水道光熱費。そういうあたりでちょっと何か影響してい

る、しんどいなというところがあるんじゃないかというところをお聞きしたいなと思います。 
○議    長 

       番外  副町長 林君 
○番    外（副 町 長） 

 古久保議員からのご質問ですが、地代家賃につきましては、平成６年に町と株式会社と土

地の賃貸借契約を結びまして、平米単価４，９６０円の宅地で５５２．８０平米を掛けた金

額が２５９万３，０００円という形になってございます。 
 この契約も２６年で満了となりまして、２６年度末、ですから、２７年度４月から契約更

新を考えてございます。当然、地代につきましては、路線価価格が低下になっておりますの

で、家賃についても大幅に減るものというふうに考えてございます。 
 それと、水道光熱費につきましては、８０万円ほど昨年前期比ふえております。これはど

このご家庭でもそうだと思うのですが、電力会社が電気料を２割程度アップいたしましたそ

の影響が出ているのではないかというふうに思っております。 
○議    長 

       １１番  古久保君 
○１１   番 

 この水道光熱費は、そういうことであれば仕方ないと思いますけれども、地代家賃、これ

についてはある程度考慮はできないものか。２７年度から大幅に減るということでされてお

りますけれども、どれぐらいになるのか、その辺、ちょっと具体的にわかればお聞かせいた

だきたいと思います。 
○議    長 

       番外  副町長 林君 
○番    外（副 町 長） 

 改定後の賃貸借料なんですが、平米単価がこの前、前期の契約は１２万４，０００円、こ

れが平米単価１，００１円という形になりまして、年間５２万３，３００円程度になるもの

と考えます。２２０万ほど減少する、減るということです。 
 白浜町にこれはいただいている地代でございます。 
○議    長 

       １１番  古久保君 
○１１   番 

 ということで、一応２００万ほども減るということなので、これから努力次第ではかなり
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一生懸命やれば盛り返していけるんじゃないかいなと思います。その辺、店長さんあたりも

一生懸命やられているということなので、あと、職員の方もかなり減ってきています。 
 そして、男の方が１人おられますね。私、この間、見てきたのですけど、男の方やからと

いうわけでもないのですけど、一番大事なレジのところにずっとおられるんですよ。それで、

お客さんの相手もそこでされているのですけれども、イメージ的にやっぱり一番お客さんと

接する場所、ここにやっぱり女性がおられて、やっぱりおもてなしをしている姿、これが大

事ではないかなと思うんです。男性だから悪いとは言いませんけれども、やっぱり接し方を

見ていると、お客さんのイメージからすると私はちょっとイメージが悪いなという感じを受

けましたので。その辺、どなたに言ったら改革していただけるのか。店長さんも、それはち

ょっとできないかもわかりませんので、その辺の改革はどうされるか、ちょっと、その辺。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 古久保議員が行かれたときは男性の方が多分お一人だったかもわかりませんけれども、私

も何回か行くようにしておりまして、行くたびに、配置がやっぱりちょっと変わるのですけ

れども、店長以下３名従業員がおりますので、プラスパートは１名、夏場ですとか忙しいと

きはヘルプしていただいているんですけれども、特に、私も行ったときは男性の方が１人で、

その方がずっとレジのところを、やっぱりどうしてもお客さんが買い物されるときには、必

ず行かないといけませんので。ただ、喫茶部門のほうもアイスクリームですとか、そういっ

たところもやっていますので、掛け持ちなんです。ですから、かなり、お客さんが少ないと

きはうろうろできるんですけれども、なかなかお客さんが多いときは、やっぱりどうしても

レジのところに店番せざるを得ない状況とか、あるいは１階の売店コーナーもありますので、

お客さんがうろうろしている状況であれば、１人はちょっとしんどいかなと、私は感じまし

た。 
 いずれにしても、ローテーションがございますので、店長と女性の方、それから男性の方

という３人のシフトで、何とかうまく回るように、ちょっと店長にはアドバイスをさせてい

ただきます。 
○議    長 

       番外  副町長 林君 
○番    外（副 町 長） 

 申しわけございません。賃貸借契約、平成２７年度からと申し上げましたが、平成２６年

度４月から、今年度です、すみません。 
○議    長 

       １番  溝口君 
○１    番 

 先ほどの楠本議員との関連にもなりますけれども、今、古久保議員もおっしゃいましたよ

うに、これは白浜町の外郭の団体と言っていいかと思います。社長は当然、白浜町長と。そ

の中で、この損益表を見てみましたら、今期はかなり改善はされて、その中の一因としてや

はり今の新しい店長さんがかなり斬新なアイデアを出して、今まで旧態依然の観光地での土

産物店ですか、そういった形の、ただお客さんが来るのを待って、来て、買っていただいて、
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そこで精算をただしているというふうじゃなくして、いろんなアイデアを出して、どうすれ

ばいいかというような形で一生懸命取り組まれておると、そのように伺っております。私も

何回も行きました。 
 それで、この表紙の１番目です。４８期の事業報告書の最後に、来期は１２０％の業績を

伸ばしてまいりますと、そう自分で宣言をしているわけです。ただ、やっぱりそれだけの自

信がおありになって、一生懸命やって、それなりの手ごたえがあるのかと、そのように思い

ます。 
 それで今、古久保議員の質問でわかりましたけど、賃貸借契約の地代も若干というかかな

り大幅に減るとなりましたら、来期の決算書、これ見るのが、そんな大きな全体の事業費と

しては、大きな事業ではありませんけれども、やはり名所、あの千畳敷の中で町直営の別会

社の白浜観光自動車道の来期の決算書を見るのが楽しみやなと。今、一生懸命、正規の方、

あるいはパートの方、いろんなお知恵を絞って、いろんな方と接触をして、どういうふうに

やって、何とか入りこみのを、どういうふうな動線をしたらいいとか、ＰＲをしたらいいか

とか、そこら辺、広範囲に取り組んでいらっしゃると、このようにお聞きしております。 
 それでまた、現実に、私もそういった相談をしているところにも通りかかって、お話を聞

いたことがございます。そこら辺、町としてもテコ入れできるところはテコ入れをして、そ

れであかんかったら、楠本議員がおっしゃったように、将来、これは３年後になるのか、４

年後になるのか、５年後になるのかわかりませんけれども、抜本的に、あの建物自体をすべ

て取り壊しをして、今の時代に合った斬新的な施設を建てるのも、当然、事業費等はかかっ

てまいりますけれども、そこら辺も視野にいれて、ここあと２年、３年は今の店長がいらっ

しゃる間、どういうふうな商売的な改善がなされるか。それでもなされんかった場合は、い

よいよ白浜町として、消滅をさせるのか、新たにまた新しいものを建てるか、所管はどこに

なるか知りませんけれども、今のうちからまた考えておけばと、そのように思っております。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 今、溝口議員からアドバイスいただきましたように、地代というのが今まで大きな要素だ

ったものですから、年間で２５６万円、これが本年４月から年間約５２万円に大幅に減額と

なりましたので、大きなこれは経営にとりましてもプラスになると思います。 
 ただ、まだまだやはり、天候によって影響される部分とか、あるいは経営的になかなか改

革をしても、今、お土産の部門が非常にどこともそうなんですけれども、お土産品が売れな

いというふうな状況で、その中でもやはりいろいろ品ぞろえですとか、もう一度見直しをし

て、経営的に計画を立てて販売の見直しをしております。 
 お土産物、小売り中心から先ほど申し上げたような飲食関係・喫茶部門、こういったもの

を、これがかなり上がっておりますので、ここのところにテコ入れをして、できるだけ重心

を変えていくという方向で考えてございます。 
 そしてまた、経営コンサルタントの方にもご相談しながら、あるいは商工会さんにも相談

を過去にもしておるんですけれども、いろんなところからご意見をいただきまして、銀行の

方々とも融資のことにつきましても今まで相談してきましたけれども、やはり、かなり抜本

的なテコ入れをして、経営的な刷新をしないとなかなか経営的に安定はしないだろうという
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ふうなアドバイスもいただいております。そういったご意見を踏まえながら、これから町と

してしっかりと経営状況を見ながら、皆様方にもいろいろと相談しながら、これから立て直

していきたいというふうに思っております。 
 町の職員、我々も含めまして、やはりこの部門に、この事業に入っていくというのがなか

なかできません。我々もやっぱり素人の部分がございますので、専門家のプロに経営的なこ

とはお聞きしながら、状況を見ながら判断をしていきたいというふうに考えてございます。 
○議    長 

       １３番  玉置君 
○１３   番 

 私、最初に言われた楠本さんの見直しという部分に賛成するわけですが、１２年前、私、

初めて議員として当選させていただいたときに、８，０００万円の借入金がございました。

爾来、四、五年は１，０００万ずつ、大体借入金を返してきた。１，０００万ぐらい、利益

の中からですよ、これは。返してきた経緯があると、私、そのようにずっと当初から見てお

りまして、なかなかようもうかるんやなと、このように思っておりました。それで、株式全

部を白浜町が買ったときには、いろいろ民間との問題があったみたいですが、それはそれな

りに当初は成功しておった。ただ、５年ぐらい前から売り上げが激減してまいりました。 
 それ以来、それを前の水本町長のときに、店舗リニューアルというテコ入れをして、そし

てまた、売り上げ増を図ることで対応したと思うんですが、反対に売り上げはまだ下がって

おる状況。 
 そんな中で、今、町長がおっしゃったように、メニューの見直しであるとか、コンサルタ

ントにまたお金をかけて、コンサルにいろいろ教えてもらって売り上げを図りたいんだとお

っしゃっていますが、経費をかけてもなかなかこれは、私の思いですが、そう簡単にかけた

経費分十分利益が出てくるとも、何か思いにくいところがあって、まず、町長以下当局がし

なければいけないところは、例えば、委託するときにどれだけの収益、どれだけの値段で委

託するかによって収益は確定するわけですが、今のまま町営で町がやっていますと、収益と

いうのは非常にばらつきが出てくる。うまいこといって収益が上がればいいんですが、そこ

で当然考えていかないことは、今、借入金も３，０００万ぐらいあるんですか。その返済に

おいて、今後もし売り上げが上がらなんだ場合は、それはまた累積として残っていくわけで

すよね。 
 しかし、そこで考えなあかんのは、委託をすれば、例えば先行き何年貸せばどれだけ減っ

ていくというような計画は立てられるわけです。そんな中で、経営コンサルタントにお話を

聞いたりするのも結構ですが、やはりどちらが白浜町の財産を有効に運営できるか。自分ら

がやったほうがもうかるのか。それとも人に貸し出したほうが安定した収益で計画的に返済

ができるのか。そこのところをもう少し。メニューがどうだこうだの論議もそうですが、ま

ず、そこのところを議論していただきたい。 
 そして、あの施設の今後のあり方を、そこで考えていただきたい。そのときにコンサルを

雇って、コンサルさんの意見を聞くというのは、私は正解だと思うんですが、売り上げを上

げるためにこうしろ、ああしろというようなコンサルの中で、それはとらぬタヌキの皮算用

で、なかなかうまいこといくかどうかも確定できないというところがあるので、ぜひそうい

う取り組みを、委託先を、民間の委託先はどれぐらいで引き受けてくれるのか。どれぐらい
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の収益はそれによって白浜町は確保できるんだということも含めて、いろいろと今後のあり

方を検討していただきたい。 
 早急にしていただかなんだら、ずるずる延びていくと赤字がふえないとも限りませんので、

ひとつよろしくお願いしときます。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 今も玉置議員からかなりそういったことにつきましては、過去、私が就任してから２年以

上になりますけれども、抜本的に経営コンサルタントの方にも、以前は指導料が無料の制度

もありましたので、それで受けたこともございます。厳しいご指導もありましたし、現在は

ここのコンサルの経営の状況の中で、経営等検討委員会というのもありまして、こういった

ものを使いながら、中小企業の診断士ですとか、税理士さんとか、今、税理士さんがここの

中に入っておりますので、その方にもご意見をずっといただいております。その中で、これ

から、やはり私は抜本的に今議員がおっしゃったように、経営の見直しどころじゃなくて、

もっと具体的にこの会社といいますか、この株式会社をどうしていくのかということの根本

的な議論もやってきております。 
 ですから、これから民間委託がいいのか、あるいは、もう少しほかに方法がないのかとい

うふうな、恐らく商品の品ぞろえがどうのこうのだけでは、なかなか経営的に急に上向くと

いうことはなかなか難しいのではないかなと思っております。特に、今の状況につきまして

は、経営的にはやはり固定費の部分が、非常に高過ぎるんです。これは、固定費といいまし

ても経常経費ですとか、借金ですとか、地代の部分なんですけれども、それが少し、地代の

部分が下がりますけれども、いずれにしましても、利益率の高い商品をもちろん取り扱って

いくというのも大きなポイントだと思いますけれども、それは並行して今、会社をすぐにと

いうことはございませんので、やはり利益率の高い商品、すなわち喫茶部門ですとか、こう

いったものも今見直しをして、かなり収益率の高い部分で貢献をしてきているということも

ございます。 
 しかし、今の借金が非常に高額でございますので、これは融資先に、銀行等にやはり返済

期間を延ばしてもらうとか、そういったことも今、考慮しております。 
 いずれにしましても、この支出をまず減らした措置をした上で、今後は経営コンサルタン

トの指導も、今までも受けておりますけれども、さらに具体的にこうすべきであるというふ

うな方向性を、町として、方針として固めていって、いずれは出していかざるを得ないのか

なというふうには思っておりますので、ご理解のほどをお願い申し上げます。 
○議    長 

       １２番  南君 
○１２   番 

 ２階のテナントの食堂のことでちょっとお聞きしたいんですけれども。たしか、水道光熱

費込みでお貸ししていると思うんですけども、その場合は例えば、電気代何割上がったとか

という場合には、家賃には反映されないわけですか。 
 それと、込みであるとするならば、次の契約の更新時に、やっぱり水道とか電気というの

は別個のメーターでやるべきではないかと思うんですけれども、その点、いかがですか。 
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○議    長 

       番外  副町長 林君 
○番    外（副 町 長） 

 契約の中には、いわゆる光熱水費につきましては、借主が負担というふうになってござい

ます。借主が負担ということになっています。 
○議    長 

       １２番  南君 
○１２   番 

 前はそうでない、込みで、途中で変わったんですか。たしか、そういうふうに聞いて、前

ちょっと、メーターが１本になっているから、別々というのがやりにくいということで、た

しか水道光熱に関しては、家賃の中に入っているというふうにお聞きしていると思うんです

けれども。 
○議    長 

 休憩します。 
       （休憩 １０ 時 ３１ 分  再開 １０ 時 ３３ 分） 
○議    長 

 再開します。 
       番外  副町長 林君 
○番    外（副 町 長） 

 申しわけございません。契約書では賃料に電気料金・水道料金を含まれるということにな

っています。ガスだけは実費負担ということです。その原因につきましては、電気料金・水

道料金が別メーターというのがございませんので、こういうふうな形になってございまして、

契約が２６年５月３１日までということで、契約更新を既に行ってございます。 
 一応、借主とも、その辺につきましては、一応協議したいというふうに考えてございます。 
○議    長 

       １２番  南君 
○１２    番 

 先ほど言いましたように、やっぱり電気料金が上がったときには、やっぱりそれに反映で

きるような契約にしていただきたいと思います。 
○議    長   

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長   

質疑を終結します。 
 報告第１０号は以上で終わります。 
                                          

（６）日程第６ 報告第１１号 第１７期南紀白浜コミュニティ放送株式会社経営状況 

の提出について 

 
○議    長  



 

 13

日程第６ 報告第１１号 第１７期南紀白浜コミュニティ放送株式会社経営状況の提出に

ついてを議題とします。 

 本案に対する質疑を行います。 
       １３番  玉置君 
○１３   番 

 別会社ですので、一応、白浜町から町長も役員として出ておられるので、全く関係ないこ

ともないので、ちょっと質問させていただきます。 
 このコミュニティ放送の役割というのは、町民の方もご存じのように、防災のときの関連

ということもございます。その中で、白浜町が１，３００万か１，４００万ほどで一番大き

なスポンサーとなっております。設立の経緯もありますから、そのようなことはわかるので

すが、コミュニティＦＭ放送の会社としての利益が落ちてきている。その中で、会社として

どういう人件費なり役員費なり、いろんな自助努力をなさっておるのか。その点について、

ちょっとお伺いしたいなと、知っている限りで結構です。 
 それゆえに、自助努力もしなくても白浜町は今後、役割分担として防災に絡んでいるから、

１，３００万、１，４００万のスポンサー料として出し続けるのか。そこに経営の改善を求

めるのか、その辺の町長の考え方をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 事業報告書をご覧いただければわかるんですけれども、第１７期の平成２６年３月末の決

算の事業報告によりますと、当期純利益が１５２万９，０００円出ておりますので、今まで

のマイナス、赤字体質からプラスになっておりますので、経営努力、自助努力はされている

というふうに判断をしております。 
 その中で、ＦＭビーチステーション、特に重要な目的といいますか、今、議員がおっしゃ

ったように防災、あるいは減災への取り組みということで、このＦＭビーチステーション、

南紀白浜コミュニティ放送が果たす役割というのは、やはり放送のみならず、そういった大

規模災害のときのいろんな対応、こういったものにもあるかと思います。 
 その中で、今、特に私どもが考えているのは、ＦＭ内での体制もそうですけれども、町と

の連携といいますか、危機管理室がございますのでその辺の連携をこれから図っていくべき

ではないかというふうに思っております。その中で、かなり今までも経営的なことでいいま

すと、取締役会等でも議論をしております。侃侃諤諤やっております。その中で、例えば、

番組の審議会というのも年に６回やっておりますし、過去におきまして、なかなか収益が上

がらなかった部分もございましたけれども、スポットの見直しですとか、いろんなところに

営業をかけていただいたり、人員の経費のところで、人員を少しカットしてもらったり、い

ろんなところでやはり努力はしてもらっていますので、今後、もっと町の中でこういう議論

が行われればいいかなと思っております。 
 もう少し民間の方々に参加してもらうとか、田辺のＦＭ放送もございますけれども、そう

いったこともいろんな経営の見直しの中で考えながら、他のＦＭ局との連携ですとか、いろ

んなことで今やってくれております。 
 ですので、自助努力はもちろんＦＭビーチステーションの中でもやっていただいておりま
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すし、我々との連携の中でもやっておるんですけれども、まだまだ十分とは言い難い部分が

ございますので、これから町、そしてまた地域、そしてまた町民の皆さん、こういった方々

からももっと積極的にご意見をいただきながら、やはり、もっとリスナーをふやしていく、

あるいは番組の中身をもう少し見直していく、考えていくということが重要ではないかなと

いうふうには思っております。 
 特に、国体も来年に控えておりますので、国体推進課との連携。危機管理室との連携、こ

ういったものを強化することによりまして、もっと町民の皆さんに、ＦＭビーチステーショ

ンの現状といいますか、あり方をいろいろとアドバイスいただいて、ご意見をいただければ

うれしいなというふうには思っております。 
○議    長 

       １３番  玉置君 
○１３   番 

 例えば、収益が上がっている会社であれば、今、白浜町がスポンサー料として払っている

千三百うん万円、これが高いか安いか、それが必要か必要でないか、その辺については、今

後国体もありますから、いろいろそういうスポット的なところはスポット的な値段として払

うとしても、今、基本的に１，３００万から１，４００万近いお金をスポンサー料として払

っている。それについて、その金額が高いか安いかというよりも、その辺、妥当であるかど

うか。収益が上がったんだったら、減らしてもらってもいいわけですよね。普通から考えた

らですよ。そのあたりは町長、どういうふうにお考えでしょうか。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 町から補助金という形で、名目で一定の金額は出しておりますけれども、それが例えばい

きなりなくなると、やはりとても大変な経営的に厳しい状況に陥ると思うんです。ですから、

そのあたりも今後収益の状況を見ながらですけれども、やはり少しでも町からの負担金とい

いますか、補助金が少なくなるようにはもちろん、これから協議の中で話し合いをしていき

たいなというふうに思っておりますけれども、いずれにしましても、私はこのＦＭビーチス

テーションの位置づけといいますか、あり方はやはり経費的なものももちろん大事ですけれ

ども、過去においてもずっと何年にもわたりまして、そういったことは議論されてきました。

その中で、もう少し防災・減災という町民の命を守る、財産を守るという観点から、これは

必要な事業であるという位置づけも、町民の皆さんにはわかっていただきたいし、もちろん

赤字でなくて黒字になるのがもちろんいいわけですけれども。町からの補助金もできるだけ

少ないほうがいいわけですけれども、これからその辺のことも含めて、町民の皆様方からも

いろんなご意見とか、ご協力を賜ればありがたいなというふうに思っておりますので、経営

努力は続けてまいります。 
○議    長 

       １１番  古久保君 
○１１   番 

 このＦＭにつきましては、私、２０年ほど前ですか、真鍋町政のときにこれが設置されて、

そのときにも一応、ＦＭコミュニティ放送、これはつくる限りはやっぱり町民の人に親しま
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れるように、関心持ってできるような放送内容にしてほしいと、地方独特の個性を生かした

放送をしてほしいと。東京から音楽が流れるのもいいですけれども、やっぱり地方のいろん

なところへ訪問して、いろんな方々の声を聞いて放送してくれないかという希望を申し上げ

たことを思い出すんですけども。 
 そういう中で、やっぱり今、町長のお口からも、町民に愛されるＦＭでなかったらいかん

ということですので、きょうもたくさん傍聴席に傍聴者がお見えになっておられますけれど

も、やっぱり、これ、議会の姿も放送に乗せられないか。やっぱり一般質問ないしは議事の、

議員がどれだけ動いているか。 
 今、地方の議員の質を問われている時代ですので、この辺を何とか受け入れられないもの

か。議会の一般質問を放送で流す、家庭の中で聞ける、気楽に聞ける。役場まで行かなくて

も聞けるという、こういう姿をできたら希望したいんですけども、その辺はどうでしょうか。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 さきに私が補助金ということを申し上げましたけれども、これ、補助金は正確ではござい

ません。放送委託料ということでございますので、訂正をお願いいたします。 
 もう１件、今、町民に愛されるＦＭ放送ということで、古久保議員から議会の様子を放送

してはどうかということは、議会の中でぜひ議員さんの中で皆さんがご協議いただければあ

りがたいなというふうに思っております。 
 私もこの議会の状況というか、こういったものをやはり、もっと町民に知っていただくと

いうことで、他の市町村でも一部取り入れられておりますけれども、やはり、傍聴のみなら

ず、そういったものを公の電波に乗せていくとか、あるいはテレビ等でやはり後日放送して

いくとかいったことが進んでおりますし、これから町としては、この辺のこともぜひ皆様方

に考えていただきまして、ＦＭビーチステーションを有効に使っていければいいのではない

かというふうに個人的には思っております。 
○議    長 

       １番  溝口君 
○１    番 

 私も今、古久保議員がおっしゃった、今の広く町民に愛されると、その一環としてこうい

った一般質問の放送を、この今のＦＭビーチステーションのほうから白浜町のほうに、こう

いった形、例えば一般質問の放送を一度町として検討していただけませんかと、そういった

営業的な話は今まであったのか、なかったのかというのを一度聞きたいなと思っていたのが、

今、古久保議員もおっしゃいましたけれども、そういった話は白浜町から売り込んでいくの

ではなくして、当然、その放送を流せば、当然放送料というのか、金額的なものも発生する

かと思うんですけれども、当然、ＦＭビーチステーションのほうから営業の一環として、や

はり広く町民に対して町議会の一般質問、住民代表として、それぞれの代表の議員が質問を

する、その放送を白浜町としてそういった形で流す用意はございませんかと。そんな営業的

な話は、ＦＭビーチステーションから町長に就任されてから２年間の間にあったのか、なか

ったのか、それをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
○議    長 
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       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 私が就任してからは１度もございません。取締役会でもそういったことが議論になったこ

とはございませんので、今後、議員さんの皆様にもぜひそういったことでご意見をまとめて

いただいて、むしろ逆提案でもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひＦＭビ

ーチステーションに対して、働きかけをしていただければありがたいなというふうに思って

おります。 
○議    長 

       １番  溝口君 
○１    番 

 本来でありましたら、こういった会社から少しでも利益を上げる、そういう一般質問であ

りましたら、最低、白浜町議会、現状でしたら２日間は朝９時半から夕方５時ぐらいまで、

途中休憩はありますけれども、大体流してどれぐらいの放送料というのか、それぐらいの金

額になるのか、私、まだわかりませんけども。そういった本来会社から白浜町に対して営業

を図るべきやなと思うわけですけど、今、町長が議員のほうからの反対の逆提案もしかりで

はないのですかと、そういうふうなことで。 
 以前、楠本議員なんかともお話ししたときも、昔、一般質問でも取り上げたことがあるん

やと、そういうふうなことをお聞きしていますので、今、町長が議会のほうからでもそうい

うふうな形ではどうなのというような形で、もしありましたら、一度また議長と相談をして、

議員懇談会等で諮ってまいりたいと思うわけであります。 
 それと、ちょっと細かいことでありますが、この２ページの周辺市町村での取り組みの中

での、この最後でありますけども、当然大事な我が町の選挙、町長選挙、そしてまた白浜町

議会選挙、スポット放送、スポット告示、速報放送となっておりますけども、今回のこの３

月の町議会選挙、そして、その前の選挙と、私も今、３期目を迎えさせていただいておりま

すけれども、たしか、私が初めて出たときは選挙管理委員会の方が、例えば１０時に発表い

たしますと、その声をそのまま音声で拾って、そのまま放送していたんです。だから、聞い

ていたらすぐわかったわけです。 
 多分、今回の選挙、その前の選挙なんかは、大分時間がたってからそれぞれ各候補の票数

というのか、放送されていたように思うんです。なぜそれがそのまま実況中継的に音声を拾

うだけですから、選挙管理委員会の報告者の方が第１回目、１０時の得票を報告しますと、

その音声を拾ったらそのまま中の実況がすぐわかるわけですけれども、そこら辺の同じ町民

の皆さんが、若干今回、投票率は下がりましたけども、やはり７割の方が投票されておるわ

けですから、いち早く自分の入れた候補者の方がどういった得票であるかというような、そ

ういった工夫も、やっぱり基本的で、それも反対に町の選挙管理委員会のほうから、そうい

った次回の選挙については、音声をそのまま広告を流せば即座に伝わるわけですから、こう

いったスポットの後の速報といいましても、かなりおくれて速報がされて、１０分、１５分

と。選管が発表したその音声をそのまま拾うことは、今の技術ではそんなに難しいというか、

１回目はたしかそういうふうな手法をとられていたと思うんですけれども、そこら辺、選挙

管理委員会もいち早く町民の方に選挙結果をやっぱり知ってもらうと。そこら辺の工夫はし

てくださいという形で、選挙管理委員会からこのＦＭビーチステーションにそういった形に



 

 17

ついて申し入れをしていただきたいと、そのように思います。 
○議    長 

       番外  総務課長 田井君 
○番    外（総務課長） 

 この選挙結果の放送の方法につきましては、また、ＦＭのほうと相談させていただきたい

と思います。 
○議    長 

       ２番  三倉君 
○２    番 

 業務報告書の中で、ちょっと初歩的な質問になるかもわかりませんし、細かいことになる

というのか、内容的なことにもなるかもわからないんですけれども、他局との連携強化につ

いてというのがありまして、昨年同様に、近畿コミュニティ放送協会を通じて他局と交信と、

そういうのを行ったというわけです。番組の配信等を実施して強化を努めたというのですけ

ど、この事業をするのにお金というのか予算的というのかな、そういうものについては、か

なり要るものなんですか。 
 それと、その下のほうの行に、また県内エフエム和歌山８７．７ですか、関東方面とかい

ろいろあって、クロストーク放送による白浜温泉観光ＰＲを継続して行っていますとあるん

ですけれども、これについてもお金のというのか、予算的にそういうのを、よそとの交信す

ることによって、要るのか要らんのかというようなことです。 
 というのが、やっぱり危機管理云々もそうですけど、やっぱりこういう電波を通じて白浜

町温泉等の観光のＰＲというのは、関東方面、また、県内だけじゃなしに、やっぱり県内か

ら来るお客さんについては、宿泊のお客さんというのは少ないと思うんですけれども。やっ

ぱり、関東方面であったり、それから、大阪にしても兵庫にしても、やっぱりそういうよう

な格好から宿泊ということを考える中で、白浜温泉をＰＲしてもらえる、絶好の交信するこ

とによっていい場じゃないかと思ったりするんです。 
 委託料として１，３００万払っている中で、そういうことを十二分に活用していただける

ものなのか、それとも、またそういうことをすることによって事業にお金が要るのか、その

辺も検討して、もうちょっと危機管理の問題の配信していただいたり、地元のイベントをも

うちょっと日本国中にこういうような交信して、続けていっていただけるような、やっぱり

事業的なものの拡大を、予算も伴うことなんですけども、その辺もしていくべきではないか

というように思ったりするんですけど、いかがでしょう。 
○議    長 

       番外  総務課長 田井君 
○番    外（総務課長） 

 他局との連携強化につきましては、やはり、白浜町のＰＲ、お客さんを呼ぶということか

ら考えれば、大変重要なことですので、その辺はＦＭの会社のほうへ相談したいと思います。 
 今、質問いただきました事業費につきましては、今、調べに行っておりますので、時間を

お願いします。 
○議    長 

       ２番  三倉君 
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○２    番 

 やっぱり、何するにかにするにしたって、事業費というのですか、予算を伴うような格好

になると思うんです。その予算の中で、やっぱり少ない予算の中で、より有効に使えるよう

な話と、やっぱりこういう電波を通じて発信できるのがあるんですから、より多く白浜町を

ＰＲしてもらうような交信、配信の中で進めていただきたいなと思ったりするんです。 
○議    長 

       番外  総務課長 田井君 
○番    外（総務課長） 

 先ほどの事業費の件なんですけれども、ＦＭ世田谷さんに払う分は、月２万１，６００円

でございます。それから、レディオ湘南さん、ここへは月１万８００円です。それから、川

崎ＦＭさんにつきましては、費用は要らないということでございます。 
○議    長 

       ２番  三倉君 
○２    番 

 今、それだけのものを支払っているということですけど、今後その交信なり配信をより密

にして、より多くというか、より多くやっぱり白浜町をＰＲしてもらうなり、そういうこと

をするに当たっては、やっぱりそれ以上の今、上げられた予算以上のものを要るのか要らん

のかとか、そういう中で進めていただけたらいいんじゃないかなと思うんです。それは要望

みたいな形にもなるんですけど、その辺を検討していく必要があるのではないかと、ＰＲの、

要するに観光白浜として、というふうに思うんですけども。 
 だから、答えは要りませんけれども、検討してもらえたらということです。 
○議    長 

 他局との連携強化については、よく検討していただきたいということでございます。 

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長 

質疑を終結します。 
 報告第１１号は以上で終わります。 
                                          

（７）日程第７ 報告第１２号 平成２５年度公益財団法人白浜医療福祉財団経営状況の提 

出について 

 

○議    長  

日程第７ 報告第１２号 平成２５年度公益財団法人白浜医療福祉財団経営状況の提出に

ついてを議題とします。 
 本案に対する質疑を行います。 
       １番  溝口君 
○１    番 

 今、はまゆう病院が新館になりまして、それで新しい次の新館に続きまして、リハビリの

新築の建物も建てる計画も今、進んでおると聞いておるんですけども、いろんなところの仄
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聞によりましたら、内部の意見調整というか、そこらの意思決定。当然、はまゆう病院の理

事長は白浜町長が兼任をしているわけでありますけれども、町長は町長、こちらの職務上、

やはりそういったはまゆう病院のそういった事業展開については、後で報告が上がってくる

ぐらいであろうと、詳しい中身まで多分知らないのではないかなというふうな形は当然する

わけであります。それはそれで当然、致し方ないことなのかなと思うわけではありますけれ

ども、いろいろ仄聞している中では、どの事業をするについても病院内の検討委員会等々が、

そういったものが立ち上がっているわけでありますけれども、所詮こういう言い方をして悪

いですけれども、専門外の分野であるかと思います。 
 当然、はまゆう病院につきましては、医療関係者、そういった分野では秀でておる方ばか

りでありますけれども、特に、病院の新築建築、そしてまた増築。そしてまた新たな事業展

開と。それについての、そういった構造物等につきましては、どうしてもほとんど素人とい

うか、専門外の方と。そしたら、どなたが一体音頭をとって、こういうふうな形をお決めに

なっているのかなと、私、不思議に思うことがあるわけであります。 
 その中で、前、全員協議会等でも言いましたけれども、嘱託さんというか、賃金さんとい

うか、昔そういった、今は倒産をされた、会社を整理されたある建設会社にお勤めだった方

お一人しかそういった専門的なことを知らないと。その方の意見にほとんど振り回されてい

るというか、相談する相手がいないから、当然相談をされておるかと思うんですけれども、

それはいかがなものかなと。当然、白浜町には建設課であったり、やはり建設に秀でた、そ

ういった専門的な諸君もおるわけであります。ですから、基本的なことを、やはりもう少し、

病院内ではあくまで別個の財団の医療法人で、公益法人でありますけれども、やはり白浜町

と一体となった病院であること、これは事実であります。白浜町からも当然、はまゆう病院

に対してはお金が出ているわけでありますから。 
 ですから、ここはやはり、はまゆう病院に対して、そういった今回の増築で、多分一連の

事業は完遂するとは思うんですけども。いろいろ、今度、いろんな大幅なまた改装であると

か、また保守点検で、やはり見直しの部分であるとか、そういった場合は、白浜町の専門で、

そういった建設の中には建設課と、一級建築士を持ったそういった職員も配置されてわけで

す。ですから、そういったところにやはり一度相談をして、それで大きな判断材料の１つに

すべきであると、私はそのように思っておるわけです。今までのはまゆう病院の進め方を仄

聞して、そしてまた見ていると、余りにも意思決定がどういうふうな形で決められているの

か、聞いて見ている範囲の中ではありますけれども、ちょっと不可解というか、ちょっと私

なりには理解できない点が多過ぎると、そういう点がございます。 
 ですから、その点につきましては、細かいことを言いましたら、大変いろんな問題等含ま

れておりますので、言いませんけれども、ぜひとも町としても、このはまゆう病院に対して、

そのような指導というか、していただきたいと、そのように思います。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 今、ご指摘いただきましたことは、過去におきましても町としましては、特に、先般発生

しました給食業務の委託業者にかかわる入札での不祥事、こういったことも含めまして、反

省に立ちまして、当然のことながら経営の健全化、あるいは町民の皆様に対する信頼の回復、
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こういったものに取り組んでおります。 
 やはり、関係課との連携、これは町もかなり今までそれを反省するところでございますけ

れども、担当の部署・課ともっと連携をして、建設課あるいは住民保健課ですとか、いろん

な部署がございますので、その中で社協さんとの連携ですとか、いろんな取り組みが可能だ

と思います。 
 これからはそれをやはり考えながら、町の中でもっと交流を深めていくといいますか、も

っと入っていくというか、そういったお互いに行き来できるような、そういった関係を構築

していきたいなというふうに思っております。 
 いずれにしましても、やはりこれからは住民の皆様への安心安全の図られる地域の医療の

体制と、それから、地域の住民の皆様のための病院であるというふうな位置づけで、公益財

団法人でございますので、公益性がより社会的に問われるというふうに思っております。そ

の中で、私自身も今までの反省に立ちまして、今後、町ともっといろんな協議をしながら、

そして、評議委員会、理事会も諮られておりますので、その中で皆様方と話をしながら、特

にはまゆう病院のこれからの運営につきましては、町全体で考えていきたいなというふうに

思っております。 
○議    長 

       １１番  古久保君 
○１１   番 

 はまゆう病院については、いろいろと不祥事、町長の口からも出ましたけれども。その不

祥事の中で、今また大変なことが。理事長としてご存じないかもしれませんけども。 
 私が人間ドックを受けて、例えばです。検査結果、私のところへ来ますね。それが送って

こられたこの封書、古久保惠三ってきているんです。中身、検査の結果を見たら、井澗誠さ

んの検査結果が入っている。あり得ますか、こういうこと。これ、大変なことですよ。こう

いう現実が今、はまゆう病院で起こっているんです。これ、一遍事務局で聞いてください。

私も確認しに行こうかと思っているけども。これは個人情報云々の話じゃなしに、１人の人

間の上から下までの検査結果が他人に渡るんですよ。他人の目に触れるんですよ。こういう

ことが今、はまゆう病院で起こっておるんです。 
 それで、やっぱり、診察についても、いろいろと私、聞きます。この間も不祥事の中でい

いましたけれども、やっぱり看護婦さんの姿。やっぱり、お医者さんをのけて、看護婦さん

が診断してしまう。診断というよりもアドバイスしてしまう。そら、お医者さんの許可を受

ければ、看護婦さんもそういう診断ができる。ああ、熱出ていますね、風邪ですね。そうい

う簡単な判断してしまう。これも大変なんですよ。こういうことができないんです、看護婦

さん、本来は。 
 ですけれども、医師が、その程度ならという形で許可を出せば何とかできないこともない

らしいですけれども。その辺の細かいことも私は知りませんけれども。そういうことが今、

はまゆう病院の中で簡単にやっているんです。これは大変ですよ。１回、詳しく調査してく

ださい。こんなのミスでは済まされませんよ。この現実を一遍ちょっと調べてください。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 
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 今その件は、私も初めて聞きますのでしっかりと精査をして、調査をして原因の分析とそ

れから結果をまた、ご報告申し上げますけれども、あってはならないミスでございますし、

ミスとは言えないような、これは私自身も、個人情報云々の問題じゃなくて、やはり大変な

問題だと思います。それが事実であるならばです。 
 しかし、その辺、ちょっと病院のほうに確認をしておりませんので、何とも言えませんけ

れども、正確に調査をした上で、またご連絡をさせてもらいます。 
○議    長 

       １１番  古久保君 
○１１   番 

 今、町長の口から言われましたけれども、これは一応、調査必ずしてください。調査して

出たら報告してください。そのままで置いておかないでください。これ、本当に、これが事

実であれば、私も今確認していません。話を聞いただけです。ですから、それだけ言ってお

きますけれども、確認してください。事実をつかんでください。よろしくお願いしておきま

す。 
○議    長 

       ７番  水上君 
○７    番 

 ちょっと確認できてないですけれども、今、特定健診とかそういう、ドックはどうだかわ

からないですけれども、民生課のほうからそういう結果報告が来る場合ありますよね、健診

を受けた方に。そういうところも一緒に精査していただいて調べていただいたらいいかと思

いますけど。 
○議    長 

       番外  住民保健課長 三栖君 
○番    外（住民保健課長） 

 その件についても、また調べて報告させていただくようにしますので、よろしくお願いし

ます。 
○議    長 

       １３番  玉置君 
○１３   番 

 私、その点ではないのですが、経営状況のことで、はまゆう病院はなかなか頑張っておら

れると。よそのことと比較するわけじゃないですけれども、利益が出ているというふうに私

は認識しているのですが、経営の中で、今、シャトルバスははまゆう病院が運営しておるわ

けですね。あそこの経費のかかることですが、今、収益が黒字であるという中で、そういう

町民の方に対するサービスのシャトルバス、これをもう少し充実を図るように、理事長のほ

うから進言していただきたいなと、このように思うんです。 
 こういう病院とか云々は、利益が上がればいいという組織ではありませんし、できるだけ

多くの方に利便性を求めるように、はまゆう病院がこれから対策を練っていただく。ありが

たいことに黒字でありますので、そういうところはしやすいかなと思うので、ひとつその辺、

町長のほうから、ご指導というかご意見を出していただきたいなと、こう思うのですが。 
○議    長 
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       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 この件も議会でも一般質問ですとか、いろいろと全協等でも今までご説明申し上げてきま

した。ですので、議員もおわかりかと思いますけれども、現在は例えば白浜はまゆう病院の

現状は黒字だとしましても、これから大変厳しい経営状況に陥るという可能性もございます。

これから数年を考えたときに、今の新本館建設工事のこれからのいろんな意味で、プラス要

素だけではないということもご理解いただきたいと思います。 
 その中で、もちろん住民サービスとしてのシャトルバスのあり方、これも各議員からもい

ろんな意味で、過去にもご要望いただいております。その中で、どこまではまゆう病院とし

てこれから経営の状況を見ながらできるのかということで、少し時間をいただきまして、は

まゆう病院のほうと実際、町とで具体的に協議を進めていきたいというふうに思っておりま

すので、またその結果はご報告申し上げます。 
○議    長 

 先ほど、古久保議員のほうから、人間ドックの報告で、例えばという発言があったのです

けれども、例えばという発言はいかがなものですか。それは正確なもので発信はされたので

すか。 
       １１番  古久保君 
○１１   番 

 いえ、報告が、人間ドックの、健康診断の、はまゆう病院へ行ってしてもらいますね、そ

の結果が、通知が後から来ます。その結果通知が別の人のものが入っていたということです。 
○議    長 

 例えばは要らんね。本人の確認ですね、事実ですね。 
       １１番  古久保君 
○１１   番 

 事実という形で聞いていますから。だから、詳しく調査してくださいということです。 
○議    長 

 例えばじゃなくて、事実を発言されたということでよろしいですね。 
１１番  古久保君 

○１１   番 

そうです。はい。 
○議    長 

       ７番  水上君 
○７    番 

 この報告書をいただいていますので、お尋ねします。 
 医師不足というか、その充足というか、何年も前からやはりその辺、ご苦労があるかと思

うんです。現状、そして看護師さんの定数に満ちて、看護業務に当たっていただいているか

と思うんですが、不足はないでしょうか。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 
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 これも先般、議会の皆様に報告会といいますか、はまゆう病院との協議の中でご質問いた

だきたかったなと思うんですけれども、やはり今現在は、我々、医師の確保に努めておりま

して、近畿大学さん、大阪市立大学さん、それから谷口院長の出身校である自治医大等、い

ろんなところにお願いをしていまして、随分と体制も整ってまいりました。ご存じのように、

昨年は整形外科にも新しい先生が来られました。泌尿器科にも新しい先生が２人体制で今は

充実しております。 
 ですから、まだまだ欲を言えば、これから内科にしましても、神経内科にしましても、リ

ハビリにしましても、まだまだ必要な医師のところはございますけれども、現状では決して

満足はしておりません。いずれにしましても、これからもっと充実させるべく、この病院の

特徴を生かした医師の体制づくりを各方面に働きかけてまいりたいというふうに思っており

ます。 
○議    長 

       ７番  水上君 
○７    番 

 ありがとうございます。看護師はいかがでしょうか。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 看護師さんにつきましても、やはり出入りは結構ありますので、そのあたりで必要なとこ

ろにはすぐに公募をして、体制を調えるようにしております。 
○議    長 

       ７番  水上君 
○７    番 

 実は、やはり、看護ケアというのでしょうか、看護師さんの役割は大変業務も多様という

か、ニーズもたくさんだと思うんです。ところが、やはり、そのケアが忙し過ぎて、多少住

民の方からご不満を聞くことがあります。それはやはり、人員が充足できていないのかなと

いうこともありますので、そこら辺も聞き取りなんかしていただいて、どこがどうだという

ことも把握していただきたいと思います。 
○議    長 

       番外  町長 井澗君 
○番    外（町  長） 

 そのあたりも現場のほうのことでございますので、私もすべてにおきまして詳細を知り得

ているわけじゃございませんので、特に副院長ですとか、院長さんと話をして確認をした上

で適切に体制をとっていきたいというふうに思っております。 
○議    長  

 質疑を閉じることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長   

質疑を終結します。 
 報告第１２号は以上で終わります。 
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（８）日程第８ 報告第１５号 専決処分の報告について 

 

○議    長  

日程第８ 報告第１５号 専決処分の報告についてを議題とします。 
 本案に対する質疑を行います。 

（なしの声あり） 
○議    長   

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長   

質疑を終結します。 
 報告第１５号は以上で終わります。 
                                          

（９）日程第９ 議案第８６号 物品購入契約の締結について  

 
○議    長   

日程第９ 議案第８６号 物品購入契約の締結についてを議題とします。 
 本案に対する質疑を行います。 

（なしの声あり） 
○議    長  

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長  
質疑を終結します。討論を行います。 

（なしの声あり） 
○議    長  

討論を終結します。採決します。お諮りします。 
 議案第８６号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
○議    長  

異議なしと認めます。 
 従って、議案第８６号は原案のとおり可決されました。 
                                          
（１０）日程第１０ 平成２６年請願第１号 ＪＲ白浜駅前駐輪場の設置に関する請願書 

（委員会審査報告） 

 

○議    長 

 日程第１０ 平成２６年請願第１号 ＪＲ白浜駅前駐輪場の設置に関する請願書について

を議題とします。 
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事務局長に案件を朗読させます。 

番外  事務局長 泉君 

○番    外（事務局長） 

請願審査報告書を朗読した。 

○議    長   

本案に対する委員長報告を求めます。 

（省略の声あり） 

○議    長   

省略いたします。 

本案に対する質疑を行います。 

（なしの声あり） 

○議    長   

質疑を閉じることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長   

質疑を終結します。討論を行います。 

（なしの声あり） 

○議    長 

討論を終結します。採決します。お諮りします。 

平成２６年請願第１号についての委員長の報告は採択です。 

委員長の報告のとおり採択することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長 

異議なしと認めます。 

 従って、平成２６年請願第１号 ＪＲ白浜駅前駐輪場の設置に関する請願書は採択するこ

とに決定しました。 

                                          
（１１）日程第１１ 発議第４号  「手話言語法」制定を求める意見書の提出について 

 

○議    長 

日程第１１ 発議第４号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出についてを議題とい

たします。 
 事務局長から、案件を朗読します。 

番外  事務局長 泉君 
○番    外（事務局長）  

発議第４号を朗読した。 
○議    長 

提案理由の説明を求めます｡ 
（省略の声あり） 

○議    長 
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省略いたします。 
 本案に対する質疑を行います｡ 

（なしの声あり） 
○議    長 

質疑を閉じることにご異議ございませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長 

質疑を終結します。討論を行います。 
（なしの声あり） 

○議    長 

討論を終結します。採決します。お諮りします。 
 発議第４号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 
○議    長 

異議なしと認めます。 
 従って、発議第４号は原案のとおり可決されました。 
                                          
（１２）日程第１２ 発議第５号  国会に憲法改正の早期実現を求める意見書の提出につい 

  て 

 

○議    長 

日程第１２ 発議第５号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書の提出についてを議

題といたします。 
 事務局長から、案件を朗読します。 

番外  事務局長 泉君 
○番    外（事務局長） 

発議第５号を朗読した。 
○議    長 

提案理由の説明を求めます｡ 
       ２番  三倉君（登壇） 
○２    番 

 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書。事務局からこのことについて、先ほど、朗読

していただいたわけでありますが、なぜ憲法改正が必要かということにつきまして、現行憲

法につきまして非常事態と申しますか、東日本大震災の発生や、また予想される首都直下型

大地震の恐れ等が起こると言われるわけです。このときに結局、国会において、要するに首

都直下型地震であれば、国会そのものがどういう状況にあるかわからないというような状況

でもあるわけです。 

 そういった場合に、緊急の事態を要した場合、国会を開くにあたってどこで開くのかとか、

それをどうするのかというのが、今の憲法に記載されていないというところがあるわけです。

一般的には、戦争放棄の第９条にかかる問題とか、９６条の問題について討議されているこ
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ともあるわけですけど、それはそれとして、私はそれについても改正なり、やっぱり見直し

が必要じゃないかなと思われるところもあるんですけれども、今、申しましたように、非常

事態におけるそういうことについては、今の憲法では記載されていないと。 

 また、そういうようなことから、東日本大震災の場合に、あまりうまく機能できなかった

ことも、菅内閣のときにそういうことがあったわけであります。ある程度のことはあるので

しょうが、その辺がいまいちきちんとされていないので、そういった見直しをする必要が早

期にあるのではないかというようなことから、私は憲法の見直しをやっぱり早期実現に向け

て、提案するものであります。 

 それと、９条の問題につきましても、憲法制定というんですか、できた当時は常任理事国

５カ国があったわけですけれども、そんな中でアメリカがかなり世界の警察官というような

形で、ある程度のことの問題はあったんでしょうけれども、今、アメリカにはそういう力は

ありませんし。 

 いま１つは、常任理事国の中で、ロシアや中華人民共和国が入っているわけです。その中

華人民共和国そのものが今、尖閣をはじめとしてそういった問題を起こし得るような状況に

あるわけです。以前は社会党の党首の中で、やっぱりそういう有事の場合には、国連の軍隊

に依存すればよいというようなことできていたわけです。その状況が、今、国連が果たして

そういう状況であるのかというようなこともありまして。 

 それといま１つは、やはり、自分の国は自分の軍隊なりで守るというような自分らで守る

という、根本的にそういう形にあると思われるものですから、私はこのことについて国会に

憲法の改正、早期実現を求める意見書について提出する次第であります。 

 以上です。 

○議    長 

 お静かに願います。 
本案に対する質疑を行います｡ 

       １０番  廣畑君 
○１０   番 

 今、説明を受けましたけれども、この意見書の案文の中の、今の７０年間開戦が行われて

いなかったというようなことでありますけれど。この間の我が国を巡る内外の諸情勢は劇的

に変化を遂げたとありますが、先ほど議員が言われたアメリカの減速といいますか、力の減

退といいますか、そうした問題。それから、ロシアや中国などの問題、また、領土の、尖閣

などの問題などを挙げられております。 
 こうした点について、やはり、私は外交の力で対応していく必要があるというふうに思う

わけなんですが、こうした点について、なぜ今、こういうふうなことの提案をしていくのか 
どうもわかりません。こういった点について説明をまずお願いしたいというふうに思います。 
○議    長 

       ２番  三倉君（登壇） 
○２    番 

 廣畑議員の質問に、的確なる答弁であるかどうかは、ちょっとわからんのですけど、私な

りに答弁させてもらいます。 
 外交の力でということですけれども、国内においての話なんですけれども、国内では警察
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官があるわけです。それで、警察官がそういう取り締まりによってできているということに

なるんですけども、外国にはそういったものがないと。そのためにということで、以前は、

そのためにというのではなしに、そういう形の中から国連が国連軍として、そういうことに

対する対応をしていくという形であったわけですが、今、先ほども申しましたように、アメ

リカがそういうような国力的なものもないし、そういう権威もなくなってきたと。 
 合わせて、結局、中国やほかの諸外国の中でも、そういったようなことがあると。それを

まとめていけるような状況でないと。自国は自分で、イスラエルにしたって、アフガンにし

たって、ああいうところについても、結局国連が入っていってやっていっているかと言った

ら、やれるような状態でもなしにというような形であると。 
 ただ、そういうような外交の力でということで、それはそれでしていかなければならない

ことはならないんですけども、何と申しますか、戦争なりそういうものが起こってからでは

遅いわけです。それは起こる可能性はなきにしもあらずでというようなことにもあるわけで

す。だから、その辺から考えて、起こってからでは遅いというようなことから、やっぱりあ

る程度、自国の防衛をしていかなければならないのではないかというようなことから、私は

やっぱり必要ではないのかというように思うわけです。 
 ただ、できたから戦争すべき問題では、別に戦争するわけでもなしに、守るための整備と

して必要ではないかというようなことから思っているわけです。 
 いま１つは、結局、自衛隊という形であるものですから、だから、そういう仮の話はどう

なということにはなるんですけど、現に尖閣には結局、中国の船籍があるわけです。それが

そういうたとえ話は的確かどうかはわかりませんけれども、漁師さんが結局、中国の漁船が

百隻ほど来た場合、避難なんかでそういうような場合、要は、その場合だったら、日本の領

海の中へ侵犯された場合に、結局、海上保安庁が対処するという形になるんですけれども、

それが軍服じゃなしに漁船の服装をしていて、軍隊であった場合にそれ以上の対応を海上保

安庁ができないというのが、今の法律の中であるわけです。憲法のもとであるから。そうい

ったことも、きちっと整備していく上において、それは今、廣畑議員がおっしゃる質問に対

する答弁ではないかわかりませんけれども、そういうことも想定した中で物事を考えていく

べき状況にあるのではないかというように思うものですから、私はやっぱり自衛隊法をきっ

ちり軍隊にして、ただ、軍隊に変えるような方法と、それから、危機管理の状態の統制をと

るためにということから、早期実現を求めての意見書を求めるということでございます。 
○議    長 

       １０番  廣畑君 
○１０   番 

 今の、先ほどの話の中でも、意見表明の中でも、９条、それから９６条の話も出ました。

あるいはまた、震災などの不測の事態にどういうふうに対応していくか、政府なりが対応し

ていくかというふうなこともおっしゃられましたけれども、こうした今の憲法の中ででも、

そうした連携協力を政府内で、そうした不測の事態になったら連携協力をしていく。国民を

まとめていく、そういう力があるというふうに、私は思います。 
 それから、くしくもこの９条、それから９条のいわゆる戦力不保持、それから９６条、こ

れは国会議員の３分の２以上の賛成があったら簡単に言うていますけれども、憲法を変える

ことができるということと、国民の過半数の支持があると、２本立てになっておるわけです
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けれども、このまず９条を現日本国憲法の前文では、戦争放棄をする。アジアや日本の国民、

アジア２，０００万の人々、日本の国民３００万の人々が犠牲になった、さきの日中戦争か

ら太平洋戦争に至るまでの、こうした事態の中で生まれた日本国憲法であります。 
 そういう中で、９条で戦争放棄をしておる。これをやはり７０年間、改正をしてこなかっ

た。これはやはり国民の中に、こうした平和主義ということが根づいていった。このように

私は思うわけですが、そうした点についていかがか。あるいは、この９条、今の自衛隊、本

来、自衛隊というのは、最近まで安倍内閣が憲法解釈を変えていく、この７月１日ですか、

変えましたけれども、閣議決定で変えましたけれども、それまでは専守防衛、日本の国は専

守防衛を国是として７０年ぐらいにわたって、９条のもとで守ってきたと、こういうことが

あります。 
 こうした点を、一遍の閣議決定で解釈を変えていく、大変無理なものがある。この立憲主

義に基づいて、憲法に基づいて、国やとか政府を縛っていく、これが立憲主義であるわけな

んですけれども、そうしたことについても９６条、あるいは９条、それから立憲主義につい

て、三倉議員、どのようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。 
○議    長 

       ２番  三倉君（登壇） 
○２    番 

 立憲主義のことについては、私も詳しくは理解してないんですけど、ただ、やっぱり憲法

解釈についても変わっているというような状況でもあります。そういうような状況の中、憲

法解釈じゃなしに、法律の中で変わっているような状況をはっきりすべきではないかという

ようなところから、私はこういったことについての早期実現をとる憲法改正についてを提案

するわけであります。 
 それと、７０年間につきまして、今までどうこうなかったじゃないかなということですが、

ごもっともなことなんですけれども、その７０年間の間で、日本の国じゃなしに、日本の国

を取り巻く諸外国の情勢というのが、先ほどから申しているように変わっているわけです。

だから、その変わっている話の中で、やっぱり対応していかなければならないというところ

から、憲法改正を早期にすべきではないかというようなことであるわけです。 
 憲法学者の方の話の中で、私も少し、いまいち理解していない部分もあるんですけど、情

報の文章の中で、日本の近隣諸国だけをとってみても、米国・ロシア・中国・北朝鮮といっ

た国が、以前には核を保有していなかった国が、現在核を保有しているというところがある

わけです。核戦争になるというのはいささかなものかということで、そうなってはならない

んですけど、そういったような情報が変わってきているということの事実です。 
 中国や北朝鮮は、日本に対してわずか数十分で到着する弾道ミサイルを多数保有している

のが現状であります。また、我が国固有の領土である竹島は韓国に不法占拠されたまま５０

年も経過したというところもあるわけです。それは武力を持っていないからということもそ

うですけれども、それを話し合いにしても今、状態が和解されていけるというような状況で

はないわけです。そういったような状況まで、だからといって戦争をするということではな

しに。 
 また、今まさに現憲法下の体制のもとで尖閣諸島についても、先ほどから申しております

ように中国に占領されようとするような状況に至っているわけです。だから、そういったこ
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とからも、立憲主義の話とは少し変わるかわかりませんけれども、私はそういった日本の国

を取り巻く諸状況からやっぱり変えていって、自分の国は自分で守るという形の中の憲法に

し、やっぱり、それだけではなしに先ほど申しましたように、直下型地震なんかが起こった

場合、だれが緊急事態における指揮命令を出せるのかということも、今の憲法ではなされて

ないわけです。だから、その辺は私も難しい憲法の中でもそのぐらいのことはわかるもので

すから。だから、そういったことについて、早期実現を求めていくのではないのかと。 
 また、実際、起こり得るであろうということが、南海・東南海地震にしたって、そういう

ことがありありとあることですし。だから、そういったことから憲法改正について、やはり

早期改正をということから意見書を求めるものでございます。 
○議    長 

       １０番  廣畑君 
○１０   番 

 私ばかりで申しわけないですけれども。 
 １つは、我が国を取り巻く東アジア情勢で、マイナスの面も確かにございます。しかし、

今、ベトナムやとかフィリピン、インドネシア、東南アジア諸国連合がございますけれども、

ここへ向いてやはり協力の体制、多国間で１国１国だけではなしに、多国間でお互いに安全

保障をしていく。こうした機運がどんどん広まっておる。このことも事実であります。 
 昔は、東南アジア諸国連合といったら、アセアンというのはやはりアメリカの庇護のもと

にといいますか、そうしたことでございましたけれども、平和の外交を進めていく、紛争を

戦争にしない。こういうことを前提に協力関係、いろんなところで小競り合いはあっても、

これを２国間の戦争にしていかない。こういうストップの機能が果たされております。 
 そこへ向いて、ヨーロッパであるとかアメリカであるとか、もちろん、中国であるとか、

そういうところが入っていく。そういうことであります。だから、外交。いずれにしても戦

争を始めたらどうするんですか。やってやってやり切って、その民族を滅亡させていくんで

すか。戦争を始めても外交が必要なんです。戦争を始めない外交というのが必要なんです。

戦争をとめていくのも外交です。話し合いです。そのことを、皆さん、僕も肝に銘じていき

たいなと。話し合いが基本なんです。そういう機運をつくっていくことこそ、軍備を増強す

るのではなしに、９条をかえて、軍備を増強していく、憲法を変えるために３分の２の力が

あればいい。半分の国民の支持があればいい。こういうことではなしに、話し合いをしてい

く、外交力を高めていく。そのことが大事やというふうに思うわけですけれども、この質問

で終わりますが、いかがお考えか。 
○議    長 

       ２番  三倉君（登壇） 
○２    番 

 外交は外交でやっぱり、そういうことはしなければならないということは重々わかります。

だから、憲法を改正したからっていうて戦争をするというのを言っていないわけです。攻め

てこられたときどうするかというような話をせんとだめだと思うんです。現に、それは今、

廣畑議員と平行線をたどることになるかもわかりませんけど、結局、攻めてこられたときど

うするかと。攻めてこないという確率はないわけです。 
 攻めてこられたときどうするか。だから、憲法を改正したからといって、結局戦争をする
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とは一言も言っていないわけです。だから、話し合いは話し合いでしなければならないこと

なんですけど。だから、西沙諸島にしても、中国が開発しているわけです。そのことについ

て話し合いに乗っているけど、中国そのものは全然動いていないわけです。耳を傾けようと

しないんです。そういった場合について、国益を守る話の中でどうするかというようなこと

だと思うんです。それは、先ほどおっしゃっているように、東南アジア、アセアン諸国連合

の中でやっぱりそういうような話をしていくような話になっていっているんでしょうけども、

なかなか前へ進まないと。尖閣についてもそういうようなことがあるわけです。 
 だから、それは何かというたら、中国が力をつけてきたから、そういう形で来ているわけ

です。その力をつけてきていることに対する対抗するものも必要ではないのかというように、

私は思うわけです。何も戦争するということばっかり、軍隊を持つ、憲法を変えるから戦争

をするということは申し上げてないわけです。今まで平和であったのが、本当にありがたい

話の中で、そのことはやっぱり安保の中で、そういうような格好で来ているわけだと、私は

思うわけです。その安保があって、アメリカとの安全保障条約の中で来ていた話の中で、や

っぱり今、アメリカの力がなくなってきたという話の中で、自国は自国で自分の国は自分で

守るという話の中で、憲法を改正し、守っていけるようにしていくべきではないのかと。何

もそういうことをしたから戦争するというようなことを申し上げているわけではないわけで

す。 
 いま１つは、やっぱり、そういうような形になった場合に、声を上げて内政干渉的なこと

を中国なり韓国なりおっしゃっていますけども、それはやはりそういうのがあれば、今まで

の日本に対する伝家と言ったらおかしいんですけれども、そういう結果があったからという

こともなるんでしょうけど、やっぱり、そういう話の中で、戦争をしないというような話の

中で来ている状況ですから、やっぱりそれは国民も黙っていん話でしょうし、変えることは

変えても、そういう格好の対応をしていかなければならないというようなことを思うから申

し上げているわけです。 
 以上でございます。 
○議    長 

       １２番  南君 
○１２   番 

 国会論議に近いような話を聞かせていただきましてありがたいんですけれども、国会の中

でもいろいろ難しいというのですか、議論がなかなか一致しないというのですか、ましてや

町議会において、こういう論争したって、なお一層難しいと思うんです。 
 要は、国民合意というのですか、町民合意もできていないときに、白浜町議会としてこの

憲法改正をという要望を出すというのは、少し早いのでは。もう少しある程度の議論が進ん

でから、出すほうがいいのではないかと思うんですけれども、その点どうでしょうか。 
○議    長 

       ２番  三倉君（登壇） 
○２    番 

 １２番の南議員の質問にお答えします。お答えになるかならんかわからんのですけれども。 
 そんな話ばかりで大変申しわけないんですけど。 
 ただ、国会ではそういうことでされていますけれども、やはり、国会だけでなしに、我々
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もそういう話をしてもいいんじゃないかなと思うものですから、してやっぱり、そういうこ

とを訴えて、国民として訴えていくべきではないのかということで、こういう形のものを、

私は提案させていただいたわけです。 
 だから、今までそういうのがなかって、突然にこういう格好きたものですから、きたもの

というか、そういう形になったものですから、やはり、そういうことについての戸惑いのあ

る方もいらっしゃるかもわかりませんけども、やっぱり議論をするということは、民主主義

でしょうし。その中で、やっぱり多数決の原理の中で進めていくということにもなるでしょ

うし。多数決の中でもやっぱり議論をする過程が大事ではなかろうかと思うものですから、

そういうことでさせてもらっているということです。 
 今回、私は時期尚早と今、南議員がおっしゃったんですけど、論議していくべきではない

のかというようにおっしゃってくれたんですけど、私はそんな中で、猶予を許すような状況

でもないのではないかと、私個人としまして。だから、そういう形の中で、できれば皆さん

に賛同いただく中で、こういう形のものを提出したいなと思うわけです。 
 以上です。 
○議    長   

傍聴人に申し上げますが、私語を謹んでください。 
質疑を閉じることにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 
○議    長 

質疑を終結します。討論を行います。 
       １０番  廣畑君（登壇） 
○１０   番 

 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書に対して、反対討論をしたいと思います。 

 ７０年の間、改正されなかったことは、この間、憲法が国民の中へ涵養されて、ようやく

国民の支持をこの７０年の間に得てきているのではないかなというふうに思います。例えば、

９条の戦力不保持は、自衛隊が海外へ出ても、１人の外国人も１人の自衛隊員も殺し殺され

ていないことを見れば明らかです。 

 戦争は外交で解決する。道徳や倫理、愛国心などを国民に押しつけることは、立憲主義に

ありません。家庭教育や日常の人間関係の中ではぐくんでいくべきもの、このように考えま

す。日本国憲法の主権在民、平和主義、基本的人権の尊重は、人類普遍の原理であって、そ

のときの政治が変更すべきものではありません。立憲主義から非立憲主義への後退、平和主

義から戦争する国へ、また、天皇の元首化による国民主権の後退、国民の権利拡大には後ろ

向き、こうした憲法を巡る動きを促進する、国会に憲法改正の早期実現を求める意見書には

反対をいたします。 

○議    長 

       １３番  玉置君（登壇） 

○１３   番 

 私は六十数年生きてまいりまして、本当に日本に生まれて大変よかったな。これが憲法の

おかげであるかどうかはわかりませんけれども、それだけの問題であるかどうかわかりませ

んが、平和な国・日本に生まれて大変うれしかった。今でもうれしいと思っています。 
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 これが永遠に続くことを願うものでありますが、しかし、憲法の問題については、以前、

憲法解釈、いわゆる集団的自衛権の解釈の問題をめぐりまして、橋本内閣やったか、何内閣

だったか、石油を向こうで、軍の艦船に日本の国の石油が向こうへ、それは集団的自衛権に

当たるかどうかという問題で、いろいろ議論してきたと思います。 

 ですから、そういう内容も含めて、議論は拙速ではないと私は思っています。まず、中身

は私、本当に憲法なんていうのはぼんやり暮らしてきたものですから、憲法を読んでずっと

勉強したわけでもないですし、本当に内容なんていうのは、憲法学者じゃないし、頭がよく

ないからわからんのですが、一部、やはりちょっと齟齬があるなというところが何カ所か見

られます。 

 それは、１つは先日、婚外子の問題で、いわゆる相続権の問題で判決がございました。そ

の中で、私は日本というのは数字的な合理性をもって判決を出すと、私はこのように思って

おりました。そのときに、裁判官が婚外子にも１００％の相続権があるんだと判決を出しま

した。私はこれについては、非常に合理的ではないと。それはどういうことかと言うと、１

００％相続権を持った旦那さんと１００％相続権を持った奥様からできた子どもが、奥様の

半分と旦那さんの半分と相続をすると１００になる。しかし、婚外子の場合は、婚外の女性

の方には相続権が０なんです。相続権０の半分は０です。しかし、片一方の方は１００％持

っています。ですから、１００％の半分は５０なんです。それを足すと５０という従来の取

り決めは、非常に合理的であったと、私はそのように判決を思いました。 

 そこで考えたときに、裁判官は一体何を基準にして、そういう判決をしたのか。それは憲

法にあるいわゆる人間が幸福を追求する上で平等である。皆平等なんだ。その子に何も罪は

ないんだ。そういう平等、数字的にあらわせないものを数字的な合理的なところの判決に至

ったわけです。ここに裁判官の判断の基準が、数字的なものから数字で割り切れないところ

に判断基準を置いたと、私はこう思ったんです。 

 そのときに、憲法解釈に戻りますけれども、外交の問題でいろいろやりとりがありました

けれども、一番憲法の序文だけは私も知っています。「諸国民の公正と信義に信頼をして」、

こういう序文がありますけれども、ここに私は、日本の国の基準と判断基準、いわゆる地政

学的に言うと、いわゆる竹島の問題であったり、尖閣の問題であったり、いわゆる航空識別

圏の問題であったり、領有権の問題であったり、そういうところなんですが、国と国とによ

って、本当に公正と信義なのかと。この基準は日本国も他の国も基準は一緒なのか。基準が

違えば、外交も違うんです。基準が同じでなければどんなに外交努力をしても、まとまる話

もまとまりません。舞台が違いますから。 

 １つの考え方として、基準を日本国の憲法の中で法律で定められて、今まで定められた裁

判で最高裁で決まったことでさえも、見方を１つ変えることによって、裁判結果が全然違っ

てくるんです。そういう中で、私はそういう序文の中でさえも本当に諸国民の公正と信義、

それは数字で割り切れないものです。こうだから公正だ、こうだから信義だということは割

り切れない。 

 そんな中で交渉をしていかなあかん。では、本当にその序文が今の世界中の判断、いろん

な領土問題とかを判断する中で、それが本当に生かされるものかどうかというところに、私

は疑念を持った次第でございます。 

 各個別の９条であるとか、例えば、天皇陛下の問題であるとか、そういうことはよくわか
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りません。しかし、その一番序文のところは、本当に公正と信義は１つなのか。というとこ

ろに考えると、その部分は少し削除をしたり文言を変更したりしなければならないのではな

いだろうかというふうに思うわけです。 

 ですから、この憲法が７０年前に制定されて、いろいろと石原元都知事ではないですが、

寸法が短くなったり長くなったり、いろいろ齟齬が出ているというふうな考え方の中で、ど

ういうふうに変えるかというのは、国民の皆様方に議論を待たねばなりませんけれども、し

かし、その一番序文のところについては、何カ所かについては、やはり今の時代に合わない。

今の時代に合わないというよりも、これが欺瞞であるのではないかなとさえも思えます。 

 ですので、憲法についてはいろんな解釈を変更するのではなしに、集団的自衛権の問題で

もありますが、その都度その都度、内閣の解釈を変えるという、こういう姑息なやり方では

なしに、いわゆる全体を見直す、もう一度、一に戻って将来の子どもたちの幸せのために、

戦争を起こさないためにも、このあたりを考えて、ちょっと変更をしたら、憲法改正という

ことに前向きに取り組んだらどうかなと、私はこのように思っております。 

 以上です。 

○議    長 

討論を終結します。採決します。お諮りします。 
 異議がありますので起立によって採決します。 
発議第５号について原案に賛成の方は起立願います。 

（起立少数） 
○議    長 

起立少数であります。 
従って、発議第５号は否決されました。 

                                          
（１３）日程第１３ 発議第６号 議員派遣について 
 
○議    長   
日程第１３ 発議第６号 議員派遣についてを議題といたします。 

 白浜町議会会議規則第１２８条の規定による議員派遣について、お手元に配付のとおり決

定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長   
異議なしと認めます。 

 従って、議員派遣についてはお手元に配付のとおり決定いたしました。 
                                          
（１４）日程第１４ 発委第１０号 閉会中の継続調査申出書（議会運営委員会・総務文教厚生常 

任委員会・観光建設農林常任委員会・議会広報特別委員会） 

日程第１５ 発委第１１号 閉会中の継続審査申出書（決算審査特別委員会） 

 
○議    長   

日程第１４ 発委第１０号 閉会中の継続調査申出書、日程第１５ 発委第１１号 閉会
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中の継続審査申出書を一括議題とします 
 各委員長の申し出のとおり、それぞれの委員会において閉会中も調査または審査を継続す

ることにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長   

異議なしと認めます。 
 従って、各委員長から申し出のとおり、それぞれの委員会において閉会中も調査または審

査を継続することに決定しました。 
 これをもって平成２６年第３回定例会に付議された事件はすべて終了いたしました。 
 閉会にあたり町長からあいさつの申し出があります。 
 これを許可します。 

番外  町長 井澗君（登壇） 
○番    外（町  長）   

 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
 ９月２日に本定例会を招集させていただき、本日まで議員各位には、提案いたしました案

件をはじめ、観光施策、福祉施策、教育行政、産業振興施策、防災対策等、町政全般にわた

り鋭意ご審議をいただきまことにありがとうございました。 
 本定例会におきまして、議員各位から賜りました貴重なご意見・ご提言を真摯に受けとめ、

行政運営に生かしながら、各種施策の一層の進捗をはかってまいりたいと存じます。今後と

も議員各位のご指導・ご鞭撻をいただきながら、町政の進展に職員とともに一丸となって全

力を尽くす覚悟でございますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 
 簡単ではございますが、閉会のごあいさつとさせていただきます。本日はまことにありが

とうございました。 
○議    長   

あいさつが終わりました。お諮りします。 
本日をもって白浜町議会平成２６年第３回定例会を閉会したいと思います。 

 閉会することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長   

異議なしと認めます。 
従って、白浜町議会平成２６年第３回定例会はこれをもって閉会いたします。 
大変ご苦労さまでした。 

  
議長 岡谷 裕計は、 １２ 時 ０５ 分 閉会を宣した。 
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